
－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 宇都宮市体育館 

所 在 地 宇都宮市元今泉５丁目６番１８号 

根拠条例等 
宇都宮市体育施設条例（昭和６２年条例第２０号） 

宇都宮市体育施設条例施行規則（昭和６２年規則第６号） 

設置年月日 昭和５５年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

体育館の貸出し 

開 館 時 間 
月～土曜日   午前９時から午後９時まで（火曜日を除く。） 

日曜，祝祭日  午前９時から午後５時まで 

休 館 日 毎週火曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日）

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） ３６９，６０７千円（１８施設分） 

使用料（利用料金）収入 ３５，５４５千円 

利用者数（のべ人数） ３１２，５２７人  

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造３階建 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２０，０１８㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
１２，０２２㎡ 

 



－２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

主競技場 ― １，９００

副競技場 ― ９５２

武道場 ― ６００

トレーニング室 ― ４５０

幼児体育室 ― １６７

そ の 他 

特 記 事 項 

 宇都宮市体育施設条例第１５条及び宇都宮市公園条例第４１条に基づく利用

料金減免の内容は下表のとおり（１８施設分） 

年度 利用者区分 件 数 減免額 

平成２６年度 

障がい者，介助者 1,127 件 934,090 円

学校教育活動 337 件 678,340 円

 

小 計 1,464 件 1,612,430 円

平成２７年度 

障がい者，介助者 1,566 件 1,321,780 円

学校教育活動 132 件 290,700 円

 

小 計 1,698 件 1,612,480 円

平成２８年度 

障がい者，介助者 1,849 件 2,201,380 円

学校教育活動 33 件 150,580 円

 

小 計 1,882 件 2,351,960 円

合 計（過去３年度） 5,044 件 5,576,870 円
 

 



－３－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 宇都宮市雀宮体育館 

所 在 地 宇都宮市南町６番３号 

根拠条例等 
宇都宮市体育施設条例（昭和６２年条例第２０号） 

宇都宮市体育施設条例施行規則（昭和６２年規則第６号） 

設置年月日 昭和６０年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民心身の健全な発達と明るく豊かな市民生

活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

・ 体育館の貸出し 

・ 屋外運動施設の貸出し 

開 館 時 間 
月～土曜日   午前９時から午後９時まで（火曜日を除く。） 

日曜，祝祭日  午前９時から午後５時まで 

休 館 日 毎週火曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日）

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 ３６，７６９千円 

利用者数（のべ人数）  ８２，０８０人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造２階建 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
１４，６０１㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
３，１２４㎡ 

 



－４－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

体
育
館 

競技場 ― １，５３５

多目的室 ― １８６

トレーニング室 ― １２４

運動広場 ―
ソフトボール場１面

ゲートボール場１面

庭球場 ― クレーコート２面

そ の 他 

特 記 事 項 

 

  

 



－５－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 宇都宮市明保野体育館 

所 在 地 宇都宮市明保野町７番９号 

根拠条例等 
宇都宮市体育施設条例（昭和６２年条例第２０号） 

宇都宮市体育施設条例施行規則（昭和６２年規則第６号） 

設置年月日 昭和６２年２月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活

の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

体育館の貸出し 

開 館 時 間 
月～土曜日   午前９時から午後９時まで（月曜日を除く。） 

日曜，祝祭日  午前９時から午後５時まで 

休 館 日 毎週月曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 ２７，５７１千円 

利用者数（のべ人数）  ５５，０５２人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造２階建 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２，９９４㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
１，７２２㎡ 

 



－６－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

体
育
館 

競技場 ― ９２４

トレーニング室 ― １２０

プレールーム ― １２０

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－７－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 宇都宮市サッカー場 

所 在 地 宇都宮市中久保２丁目１番２５号 

根拠条例等 
宇都宮市体育施設条例（昭和６２年条例第２０号） 

宇都宮市体育施設条例施行規則（昭和６２年規則第６号） 

設置年月日 昭和５４年８月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

サッカー場の貸出し 

開 館 時 間 午前９時から午後５時まで（水曜日を除く。） 

休 館 日 毎週水曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日）

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 １，７７６千円 

利用者数（のべ人数）  ２１，９１０人 

施 設 構 造  ― 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２１，８８８㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 ― 

 



－８－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

メイングラウンド ― ９，５２０

サブグラウンド ― ２，１７４

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－９－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 宇都宮市弓道場 

所 在 地 宇都宮市屋板町２３１番地１ 

根拠条例等 
宇都宮市体育施設条例（昭和６２年条例第２０号） 

宇都宮市体育施設条例施行規則（昭和６２年規則第６号） 

設置年月日 平成４年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため。 

業
務
内
容 

弓道場の貸出し 

開 館 時 間 
月～土曜日   午前９時から午後９時まで（月曜日を除く。） 

日曜，祝祭日  午前９時から午後５時まで 

休 館 日 毎週月曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日）

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 ２，４９５千円 

利用者数（のべ人数）  ２０，０４５人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造平屋建 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 

５８，４９５㎡ 

(屋板運動場内) 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
７２８㎡ 

 



－１０－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

弓道場（１０人立） ― ８９０

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 宇都宮市屋板運動場 

所 在 地 宇都宮市屋板町２３１番地１ 

根拠条例等 
宇都宮市体育施設条例（昭和６２年条例第２０号） 

宇都宮市体育施設条例施行規則（昭和６２年規則第６号） 

設置年月日 昭和６２年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

運動広場，庭球場の貸出し 

開 館 時 間 
月～土曜日   午前９時から午後９時３０分まで（月曜日を除く。） 

日曜，祝祭日  午前９時から午後５時まで 

休 館 日 
毎週月曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日）

※ ５月１日～１０月３１日は無休 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 １９，０６１千円 

利用者数（のべ人数）  ９９，５０１人 

施 設 構 造  ― 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
５８，４９５㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 ― 

 



－１２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

運動広場 ― １７，３４８

庭球場（１５面） ― １４，３０５

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１３－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 清原中央公園 

所 在 地 宇都宮市清原工業団地１４番地 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和６３年５月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活

の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

体育館，野球場，庭球場の貸出し 

開 館 時 間 

《体育館》 

月～土曜日   午前９時から午後９時まで（月曜日を除く。） 

日曜，祝祭日  午前９時から午後５時まで 

《野球場，庭球場》 

【４月１０日～１１月３０日】 

月～土曜日   午前９時から午後９時３０分まで（月曜日を除く。） 

日曜，祝祭日  午前９時から午後８時まで 

【１２月１日～４月９日】 

午前９時から午後５時まで（月曜日を除く。） 

休 館 日 毎週月曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日）

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 ２５，４４１千円 

利用者数（のべ人数） ２４０，２１７人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造地下１階地上３階建（体育館） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
９９，９１６㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
２６，９８９㎡ 

 



－１４－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

清
原
体
育
館 

主競技場 ― ２，０５０

副競技場 ― ８７４

柔道場 ― １９８

剣道場 ― １３０

トレーニング室 ― ２８０

宇都宮清原球場（１面） ― １０，７３６

庭球場（８面） ― ６，４００

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１５－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 宮原運動公園 

所 在 地 宇都宮市陽南４丁目５番６号 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和３６年９月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的

 スポーツの普及を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活

の形成に寄与するため 

業
務
内
容

野球場，庭球場の貸出し 

開 館 時 間 

《野球場，庭球場》 

【４月１０日～１１月３０日】 

月～土曜日   午前９時から午後９時３０分まで（水曜日を除く。） 

日曜，祝祭日  午前９時から午後８時まで 

【１２月１日～４月９日】 

午前９時から午後５時まで（水曜日を除く。） 

※ ただし，庭球場はクレーコートであるため，１月１日～３月３１日まで休止

休 館 日 
毎週水曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日），

《野球場・庭球場》５月１日～１０月３１日は無休 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 ３，０６０千円 

利用者数（のべ人数）  １７，８５６人 

施 設 構 造  ― 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
５０，７０４㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 ― 

 



－１６－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（１面） ― 改修中

庭球場（６面） ― ４，４３４

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１７－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 駒生運動公園 

所 在 地 宇都宮市鶴田町３６６９番地 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和４０年１０月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

野球場の貸出し 

 

開 館 時 間 

【４月１０日～１１月３０日】 

月～土曜日   午前９時から午後９時３０分まで（木曜日を除く。） 

日曜，祝祭日  午前９時から午後５時まで 

【１２月１日～４月９日】 

午前９時～午後５時（木曜日を除く。） 

休 館 日 
毎週木曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日）

※ ５／１～１０／３１は無休 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 ２，９５７千円 

利用者数（のべ人数） １７，５６３人 

施 設 構 造  ― 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
３７，４６４㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 ― 

 



－１８－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（２面） ― ２０，５８９

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－１９－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 御幸公園野球場 

所 在 地 宇都宮市平出工業団地１３番地１ 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和４６年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

野球場の貸出し 

開 館 時 間 午前９時から午後５時まで 

休 館 日 なし 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 ２７０千円 

利用者数（のべ人数）  ２，５５９人 

施 設 構 造  ― 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
９，７４５㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 ― 

 



－２０－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（１面） ― ９，７４５

そ の 他 

特 記 事 項 

使用する月の前月の１４日までは地元優先の地元受付。１５日以降は一般貸出

とし，市体育館で受付開始 

  

 



－２１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 鬼怒川緑地運動公園石井緑地 

所 在 地 宇都宮市石井町字大島２３２６番地 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和４６年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

 

業
務
内
容 

野球場，多目的運動場の貸出し 

開 館 時 間 午前９時から午後５時まで（水曜日を除く。） 

休 館 日 毎週水曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日）

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 ２，４５３千円 

利用者数（のべ人数）  ７４，４９７人 

施 設 構 造  ― 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
１３５，９８５㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 ― 

 



－２２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（４面） ― ４３，３５４

多目的運動広場（サッカー場

６面） 
― ４５，６７２

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－２３－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 柳田緑地 

所 在 地 宇都宮市柳田町字屋敷東右岸 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和５０年７月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

野球場，ソフトボール，サッカー場の貸出し 

開 館 時 間 午前９時から午後５時まで（木曜日を除く。） 

休 館 日 毎週木曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日）

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 １，７２７千円 

利用者数（のべ人数）  ４１，２５３人 

施 設 構 造  ― 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２４９，０００㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 ― 

 



－２４－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（５面） ― ４１，８７７

ソフトボール場（４面） ― ３０，０００

サッカー場（１面） ― １１，７３０

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－２５－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 みずほの中央公園 

所 在 地 宇都宮市瑞穂３丁目３番 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和５７年１０月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

野球場，アーチェリー場及びゲートボール場の貸出し 

開 館 時 間 

《野球場》 

午前９時から午後５時まで 

《アーチェリー場》 

午前９時から午後９時まで 

休 館 日 なし 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 ８３１千円 

利用者数（のべ人数） ５，８９９人 

施 設 構 造  ― 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２４，７１２㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 ― 

 



－２６－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（２面） ― １１，４００

アーチェリー場 ― ―

ゲートボール場（４面） ― ―

そ の 他 

特 記 事 項 

使用する月の前月の１４日までは地元優先の地元受付。１５日以降は一般貸出

とし，市体育館で受付開始 

 

 



－２７－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 道場宿緑地 

所 在 地 宇都宮市道場宿町字上河原地先 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和６２年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

野球場，ソフトボール場の貸出し 

開 館 時 間 午前９時から午後５時まで（木曜日を除く。） 

休 館 日 毎週木曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日）

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 ５４４千円 

利用者数（のべ人数）  １０，５３４人 

施 設 構 造  ― 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
８９，２４４㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 ― 

 



－２８－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（２面） ― ２２，５１８

ソフトボール場（４面） ― ２４，２２９

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－２９－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 清原南公園野球場 

所 在 地 宇都宮市清原工業団地２番地 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和６３年４月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため。 

業
務
内
容 

野球場の貸出し 

開 館 時 間 午前９時から午後５時まで（月曜日を除く。） 

休 館 日 毎週月曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日）

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入 ４８０千円 

利用者数（のべ人数）  ６，５４７人 

施 設 構 造  ― 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
９，５８９㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 ― 

 



－３０－ 

 

 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（１面） ― ９，５８９

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 



－３１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 陽南第一公園 

所 在 地 宇都宮市大塚町１番地 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和５７年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

野球場，相撲場，ゲートボール場の貸出し 

開 館 時 間  ― 

休 館 日 なし 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入  ― 

利用者数（のべ人数）  ３４，２９７人 

施 設 構 造  ― 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２５，１０７㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 ― 

 



－３２－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積 

野球場   ― ２面

相撲場 ― １面

ゲートボール場 ― ２面

そ の 他 

特 記 事 項 

使用する月の前月の１４日までは地元優先の地元受付。１５日以降は一般貸出

とし，市体育館で受付開始 

  

 



－３３－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 陽南第二公園 

所 在 地 宇都宮市大和２丁目９番 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日  昭和５７年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

ゲートボール場の貸出し 

開 館 時 間  ― 

休 館 日 なし 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入  ― 

利用者数（のべ人数）  ― 

施 設 構 造  ― 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
１０，７１８㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 ― 

 



－３４－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積 

ゲートボール場 ― ４面

自由広場 ―

そ の 他 

特 記 事 項 

地元で利用調整 

  

 



－３５－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は平成２８年度実績） 

施 設 名 錦中央公園 

所 在 地 宇都宮市今泉町１５７番地 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和５７年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

ソフトボール場，庭球場及びゲートボール場の貸出し 

開 館 時 間  ― 

休 館 日 なし 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）  

使用料（利用料金）収入  

利用者数（のべ人数）  ２３，０２４人 

施 設 構 造  ― 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
１４，７６０㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 ― 

 



－３６－ 

 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積 

ソフトボール場 ― １面

庭球場 ― ２面

ゲートボール場 ― １面

そ の 他 

特 記 事 項 

 使用する月の前月の１４日までは地元優先の地元受付。１５日以降は一般貸出

とし，市体育館で受付開始 

  

 


